
 

 

田原市内のサロン、敬老会、お祭りなど、地域で開催される各種行事のレクリエ

ーション活動に使っていただけるグッズを貸出します。 
  

高齢者から小さなお子様まで、楽しく遊べます♪ 

輪投げ 
（３セット） 

ターゲットゲーム 
（２セット） 

ボールボードゲーム 
（１セット） 

   

距離を変えたり、ビンゴを狙

ったり、色々なルールで楽し

めます。 

専用ボールを粘着ボードに投

げて遊びます。 

グランドゴルフのスティック

でボールを番号の穴に入れる

ゲームです。入れた穴の合計

点数で競います。 

ターゲットプレイシート（５セット） ※シートは全部で４種類 

ターゲット（２セット）

 

ストライク（１セット） 

 

カラフル（１セット） 

 

ダーツ（１セット） 

 

床にシートを置き、ビーンズバックを投げて点数を競うゲームです。 



カラーボウリングゲーム 
（１セット） 

ラダーゲッター 
（１セット） 

  

一定の距離からボールを転がして、ピンを倒

します。ストライクを目指して遊んでくださ

い。 

ひもでつながっている２個のボールを、ラダ

ー（はしご）に掛かるように投げ、得点を競

って遊びます。 

かえるぴょこぴょこレース 
（１セット） 

フルーツゲートボール 
（１セット） 

  

紐を引いたり、緩めたりしてカエルが板まで

届いたらゴールです。 

玉を打って何個ゲートをくぐらせられるか

競います。ゲートにフルーツ板を装着する

と、さらに難易度が上がります。 

スプーンゲーム（２セット） 

  

スプーンに載せたタマゴを落とさないように

歩き、次の人に渡して遊びます。 

座った状態でも楽しめます。 



ポケットボール（1セット） 紙芝居（木枠 1台 紙芝居１３編） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スティックでボールを打ち、高得点のポケッ

トを狙います。机に置いて、手で転がして遊

ぶこともできます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おなじみの昔話などの紙芝居１３冊と、紙芝

居用の木枠があります。 

 

・おむすびころりん      ・くいしんぼうのおしょうさん 

・かぐやひめ          ・まほうのこなぐすり 

・かさじぞう         ・ゲンさんのてんのぼり 

・かちかちやま        ・へっこきよめ 

・いっすんぼうし       ・ぴょんぴょんぼたもち 

・つるのおんがえし      ・およめさんにばけたきつね 

・こぶとりじいさん 

  

大きな玉入れ（１セット） ハンドベル（２セット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一定の距離から玉を投げ入れ、いくつ入るか

競って遊びます。距離を変えながら難易度を

調整してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ドレミファソラシドの８音です。 

軽く振ると音が鳴ります。ベルに音階が書い

てあり、色ごとに分けられているので、どな

たでも楽しめます。 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多くの団体様に利用していただきたいため、貸し出しは２体までとさせていただきます。

ご利用後はクリーニングをして、２０日以内にご返却ください。 

※クリーニング代は利用者負担です。 

 

      

社会福祉法人 田原市社会福祉協議会 
田原市赤石二丁目２番地 田原福祉センター内 

電話 ０５３１－２３－０６１０ FAX ０５３１－２３－３９７０ 

パンダ トラ 

ミケネコ ウサギ 

２体までね！ 



そのほか、こんなグッズもお貸出しできます 
 

〇玉入れ（赤白かごと玉、１セットずつ） 

 カゴの高さは調整できます。（低１９４ｃｍ、高２９０ｃｍ） 

 

〇オセロ（２セット） 

 

〇ビンゴゲーム（１セット） 

１から７５までの数字が書かれた玉と、手回しのビンゴ機のセットです。 

ビンゴカードは付属していません。 

※使用後は返却前に玉が全てそろっているかご確認をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貸出にあたってのお願い 

・借用を希望する場合は、レクリエーション用具借用申請書を田原市社会福祉協議

会（田原福センター内）まで提出してください。 

・貸出期間は原則として１回につき３日以内とします。 

・貸出費用は無料ですが、故意又は重大な過失により用具を汚損、破損、紛失をし

た場合は、同等物の返却又は実費相当額を負担していただきます。 

・営利目的では、貸出しできません。 

 


